
「ソフトバンク BB プロバイダーサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2013年 6月 1日付） 

改定後 

（2023年 4月 1日付） 

第 1条（本規約の適用） 

3.本規約に定めのない事項については、利用する本サービ

スの内容に応じ、ヤフー規約（約款）（後記第 2条（4）

項に定義します。）および無線 LAN 規約、海外ローミン

グ規約ならびにダイヤルアップ約款（後記第 2条第（1）

項に定義します。）が準用されるものとします。なお、

本規約と各規約との間で齟齬が生じた場合は、本規約が

各規約に優先して適用されるものとします。 

第 1条（本規約の適用） 

3.本規約に定めのない事項については、利用する本サービ

スの内容に応じ、ヤフー規約（約款）（後記第 2条（4）項

に定義します。）および無線 LAN 規約ならびにダイヤルア

ップ約款（後記第 2条第（1）項に定義します。）が準用さ

れるものとします。なお、本規約と各規約との間で齟齬が

生じた場合は、本規約が各規約に優先して適用されるもの

とします。 

第 2条（定義） 

本規約において用いられる以下の用語はそれぞれ以下に記

載する意味を有します。 

(1)「ソフトバンク BB プロバイダーサービス」とは、当社が

別途定める「公衆無線 LAN利用規約」（以下「無線 LAN規

約」といいます。）、「海外ローミング利用規約」（以下「海

外ローミング規約」といいます。）および「ダイヤルアッ

プサービス契約約款」（以下「ダイヤルアップ約款」とい

います。）に定める、公衆無線 LANサービス、海外ローミ

ングサービス、ダイヤルアップサービスを提供するサー

ビスをいいます。 

第 2条（定義） 

本規約において用いられる以下の用語はそれぞれ以下に記

載する意味を有します。 

(1)「ソフトバンク BB プロバイダーサービス」とは、当社が

別途定める「公衆無線 LAN利用規約」（以下「無線 LAN規約」

といいます。）、および「ダイヤルアップサービス契約約款」

（以下「ダイヤルアップ約款」といいます。）に定める、公

衆無線 LANサービス、ダイヤルアップサービスを提供するサ

ービスをいいます。 

第 5条（契約の申込の承諾） 

1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サ

ービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾する

ことを条件として、以下に定める日に成立するものとし

ます。なお、本サービスの契約成立日は申込日によって

異なります。 

＜2009年 10月 31日以前に申し込みを行なった会員＞ 

当社が申込みを承諾した日の翌日を 1 日目として 7 日

目、または、ヤフーが提供する Yahoo! JAPAN IDをヤフ

ーの Webページ上で有効化した日のいずれか早い日。 

＜2009年 11月 1日以降に申し込みを行なった会員＞ 

当社の申込みを承諾した日の翌日を 1 日目として 7 日

目、もしくは、公衆無線 LANサービス、海外ローミング

サービス、ダイヤルアップサービスを最初に利用した日

のいずれか早い日。 

第 5条（契約の申込の承諾） 

1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サ

ービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾する

ことを条件として、以下に定める日に成立するものとし

ます。なお、本サービスの契約成立日は申込日によって

異なります。 

＜2009年 10月 31日以前に申し込みを行なった会員＞ 

当社が申込みを承諾した日の翌日を 1 日目として 7 日

目、または、ヤフーが提供する Yahoo! JAPAN IDをヤフ

ーの Webページ上で有効化した日のいずれか早い日。 

＜2009年 11月 1日以降に申し込みを行なった会員＞ 

当社の申込みを承諾した日の翌日を 1 日目として 7 日

目、もしくは、公衆無線 LANサービス、ダイヤルアップ

サービスを最初に利用した日のいずれか早い日。 

また、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、



また、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、

印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類

の提出を要する場合があります。 

 

印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類

の提出を要する場合があります。 

 

  



「ダイヤルアップサービス契約約款」新旧対照表 

改定前 

（2022年 4月 1日付） 

改定後 

（2023年 4月 1日付） 

第 3条(用語の定義) 

この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用

します。 

(1)本サービス 

当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気

通信設備を介して当社の電気通信回線設備をゲートウェ

イとして既存のインターネット網へのアクセスを、

TCP/IP 網インターフェースで提供するサービス。ダイヤ

ルアップ型 IP接続サービスを指します。ただし、海外ロ

ーミング、モバイル接続は本サービスには含まれません。

海外ローミングについては、当社が別途定める利用規約

に基づき提供いたします。 

 

第 3条(用語の定義) 

この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使

用します。 

(1)本サービス 

当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電

気通信設備を介して当社の電気通信回線設備をゲー

トウェイとして既存のインターネット網へのアクセ

スを、TCP/IP 網インターフェースで提供するサービ

ス。ダイヤルアップ型 IP接続サービスを指します。た

だし、モバイル接続は本サービスには含まれません。 

 

 


